
令和７年度福祉・介護職員等処遇改善加算について 

福祉・介護職員等処遇改善加算の目的 

福祉・介護職員等処遇改善加算の目的は、障がい福祉サービス事業に従事する職員

の賃金改善を目的として導入された制度です。 

障がい福祉サービス事業に従事する職員の賃金改善が目的であるため、法人の人件

費負担を軽くするために、賃金を一度引き下げてから、賃金を元の水準に戻すために

処遇改善加算を充てるということは出来ません。 

また、障がい福祉サービス事業に従事しない、法人の別事業の人件費に充てること

も出来ません。 

 

加算の適用範囲と対象職員 

福祉・介護職員を中心に適用されますが、対象職員は広く設定されており、特に経

験技能のある職員を優先し、賃金を改善することが重要です。 

 

□福祉・介護職員…ホームヘルパー、生活支援員、世話人、職業指導員、就労支援

員、児童指導員、保育士など、直接支援を行う職員 

□経験・技能のある職員…介護福祉士や社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を有

し、一定の経験年数を持つ職員。サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者等 

□その他の職員…運営法人の判断により、事務職や調理員など、間接的に支援に関わ

る職種にも配分することが可能 

 

※注意事項 

一部の職員にのみ加算を集中されることは避けましょう。賃金ではない、役員報酬

等の職員は、直接支援業務に従事していても、原則対象外です。（タイムカード等で現

場の業務に従事していることが確認できれば可能） 

 

 



加算の期限 

福祉・介護職員等処遇改善加算は、年度ごとに加算の届出が必要な加算で、期間は

通常、４月から翌年３月までの一年間です。次年度も加算を取得する場合は、毎年３

月頃に更新手続を行う必要があります。 

 

実績報告書の提出 

処遇改善加算を算定した事業者が、職員に賃金改善を行ったことを指定権者に報告

するために、翌年７月末日（例年）までに実績報告書の提出が義務付けられていま

す。 

実績報告書の提出時期に、例え事業所を廃止していても、提出の必要があるので注

意しましょう。 

 

福祉・介護職員等処遇改善加算の取得要件 

□月額賃金改善要件 ※必須 

月額賃金改善要件とは、処遇改善加算Ⅳの加算率の２分の１以上をベースアップ等

（基本給または決まって毎月支払われる手当）として職員へ支給することにより、要

件を満たすことが出来ます。（令和 7年度より必須） 

この「毎月支払われる手当」は、就業規則等に手当を規定する必要があります。 

 

〇計算例 

毎月の障害福祉サービス報酬×処遇改善加算（Ⅳ）の加算率÷２ 

 

➡放課後等デイサービスの場合…処遇改善（Ⅳ）9.8％ 

  月平均報酬額 100 万円と仮定、100 万円×9.8％×12か月÷2＝588,000 円 

 ※年間 588,000 円のベースアップが必要となります。 

➡当該事業所が処遇改善加算Ⅱを算定していた場合…13.1％ 

  月平均報酬額 100 万円と仮定、100 万円×13.1％×12か月＝1,572,000 円 

 ➡1,572,000 円－588,000 円＝984,000 円 

 ※984,000 円については、賞与や一時金、社会保険料増加額等に充てることが可能

となります。 

 



 

 

 

 

□キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備） ※必須 

次の３つすべての基準を満たす必要があります。 

〇福祉・介護職員の任用における職位、職責または職務内容等の要件を定めている。 

職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系を定めている。 

就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知してい

る。 

 

□キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等） ※必須 

福祉・介護職員の資質向上の目標と、研修機会の提供や能力評価、職員の資格取得

の仕組みを事業所が整備し、このことを全ての福祉・介護職員に周知する必要があり

ます。 

 

□キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等） ※Ⅰ～Ⅲは必須 

福祉・介護職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは、一

定の基準に基づき定期昇給を判定する仕組みを設け、全ての福祉・介護職員に周知す

る必要があります。 

 

□キャリアパス要件Ⅳ（改前後の賃金要件） ※Ⅰ・Ⅱは必須 

処遇改善加算による改善後の賃金が、年額 440 万円以上となる者がいることでこの

要件はクリアできます。 

※例外➡以下に該当する場合は、440 万円以上の者が各事業所に設定できなくて

も、処遇改善加算を算定することは可能となります。 

〇小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要のため 

〇職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額

440 万円まで賃金を引き上げることが困難 

〇年額 440 万円の賃金改善を行うにあたり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積など

に一定期間を要するため 等 

 

□キャリアパス要件Ⅴ（配置等要件） ※Ⅰは必須 



加算Ⅰを取得する場合は、福祉専門職員配置等加算（居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算）の届出を行っていることが必要で

す。 

 

※ 短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援等は配置等

要件不要です。 

 

□職場環境等要件 

「障害福祉（障害児支援）人材確保・職場環境等改善事業補助金」を申請予定また

は申請済みであり、補助金の支給要件を満たす場合は、令和７年度中の職場環境要件

の適用が猶予されます。 

 

〇処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ 

『入職促進に向けた取組』『資質の向上やキャリアアップに向けた支援』『両立支



援・多様な働き方の推進』『腰痛を含む心身の健康管理』『やりがい・働き甲斐の醸

成』から各 2つずつ取組を選択する必要があります。 

『生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組み』については、「現場の

課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）」を必ず選択す

るとともに、その他 2つを選択する必要があります。 

※令和７年度中に整備することを誓約することも可 

 

〇処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ 

『入職促進に向けた取組』『資質の向上やキャリアアップに向けた支援』『両立支

援・多様な働き方の推進』『腰痛を含む心身の健康管理』『やりがい・働き甲斐の醸

成』から各１つずつ取組を選択する必要があります。 

『生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組み』については、2つを

選択する必要があります。 

※令和７年度中に整備することを誓約することも可 

 

□見える化要件 ※Ⅰ・Ⅱは必須 

職場環境等要件でそれぞれ選択した、令和７年度に実施する取組み項目を、ワムネ

ットまたは自社のホームページで公表する必要があります。 


